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独占禁止法は、自由経済社会において

企業が守らねばならないビジネスのルールです。

最近ではGAFA等のデジタル市場での巨大企業の活動に対する

世界各国の競争法（独占禁止法）の執行が注目されており、

日本では、優越的地位の濫用として問題になるのではないかと指摘されています。

優越的地位の濫用は、デジタル市場だけでなく様々な取引で問題になりますが、

公正取引委員会からの調査やペナルティを受けたリ、

民事訴訟で賠償を命じられたりすると

社会的な信用も失墜してしまうため、

事前対策が欠かせません。

今号のKITAHAMAプラスをぜひお役立てください。
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弁護士法人北浜法律事務所代表

北浜グループ CEO

森本宏
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独禁法における優越的地位の濫用規制とビジネスでの留意点

優越的地位の濫用が問題となる
3つの局面

が
あ
り
ま
す
ね

と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
お
く
必
要

が
、
契
約
や
合
意
だ
け
で
全
て
解
決
で
き
る

る
の
で
、
具
体
的
な
事
実
関
係
に
よ
り
ま
す

位
の
濫
用
で
合
意
が
無
効
に
な
る
場
合
も
あ

あ
れ
ば
問
題
な
い
は
ず
で
す
が
、
優
越
的
地

川
田
通
常
は
合
意
内
容
に
従
っ
た
対
応
で

意
を
無
効
と
判
断
し
て
い
る
点
で
す
。

を
原
告
に
も
た
ら
し
た
と
認
定
し
、
返
品
合

返
品
を
繰
り
返
し
て
、
原
告
に
過
人
な
損
失

る
損
失
の
性
質
及
び
程
度
を
説
明
す
る
こ
と

ど
十
分
な
配
慮
を
す
る
こ
と
も
な
く
大
量
の

限
及
び
粗
利
利
率
に
つ
い
て
約
束
を
す
る
な

ら
む
こ
と
が
な
い
よ
う
に
返
品
量
、
返
品
期

な
く
、
ま
た
、
原
告
の
損
失
が
無
限
定
に
膨

を
被
告
と
し
て
、
納
入
し
た
米
を
返
品
さ
れ

対
し
て
協
議
を
通
じ
て
返
品
に
よ
り
生
じ
得

実務に精通した弁護士が、適切なアドバイスをいたします。

独禁法に関するこ相談、セカンド・オピニオンを承ります。

お気軽に北浜法律事務所へご相談ください。

中
心
に
コ
ン
ビ
ニ
を
展
開
し
て
い
た
会
社
等

を
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
乗
じ
て
、
原
告
に

が
原
告
と
な
り
、
取
引
先
で
あ
る
北
海
道
を

の
上
、
原
告
が
自
己
と
の
取
引
関
係
に
経
営

川
田
最
近
の
事
例
で
は
、
米
の
卸
売
業
者

を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
詳
細
な
事
実
認
定

東京事務所 TEL 03-5219-5151 
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る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

き
る
旨
の
合
意
が
あ
っ
た
と
裁
判
所
も
判
断

反
が
主
張
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
て
い

取
引
開
始
の
時
点
で
返
品
を
行
う
こ
と
が
で

事
事
件
で
優
越
的
地
位
の
濫
用
や
下
請
法
遠

藪
内

こ
の
判
決
で
重
要
だ
と
思
う
点
は

回
g
`
t

咽
硲
回
浴
翫
i

優
越
的
地
位
の
濫
用
が
民
事
事
件
で
問
題
に

な
っ
た
例
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
、

民

す
。
金
額
の
支
払
い
を
命
じ
る
判
決
が
で
て
い
ま

け
る
優
越
的
地
位
の
濫
用
で
す
。
過
去
か
ら

に
よ
り
無
効
で
あ
る
と
し
て
、

7

億
円
近
い

藪
内
最
後
の

3

つ
目
は
、
民
事
紛
争
に
お

困
難
で
あ
っ
て
返
品
合
意
は
公
序
良
俗
違
反

で
す
ね

す
。

が
、
返
品
量
、
返
品
期
限
等
に
つ
い
て
予
測

に
弁
護
士
に
相
談
し
て
も
ら
え
た
ら
嬉
し
い

料
が
あ
る
と
い
え
る
場
合
も
あ
る
と
思
い
ま

原
告
と
被
告
の
間
に
返
品
合
意
は
存
在
し
た

と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
場
合
は
お
気
軽

こ
と
で
、
独
禁
法
上
問
題
な
い
と
い
え
る
材

所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）
で
す
ね
。
判
決
で
は

く
判
断
に
迷
う
ケ
ー
ス
も
存
在
す
る
こ
と

為
の
よ
う
に
み
え
て
も
、
詳
細
に
検
討
す
る

事
案
（
札
幌
地
判
平
成

3
0年
4

月

2
6日
裁
判

基
づ
く
判
断
が
必
要
と
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多

ド
ラ
イ
ン
で
問
題
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
行

た
こ
と
に
基
づ
く
損
害
賠
償
等
を
請
求
し
た

藪
内
独
禁
法
に
関
し
て
は
、
実
務
感
覚
に

位
の
濫
用
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て

査
を
踏
ま
え
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
作
成
さ

て
検
討
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
ね
。

一
見
ガ
イ

る
こ
と
を
強
制
し
て
い
た
こ
と
が
優
越
的
地

い
て
も
、
そ
れ
ら
の
分
野
に
対
す
る
実
態
調

摘
か
、
独
禁
法
に
精
通
し
た
弁
護
士
を
交
え

た
め
に
デ
ィ
ー
ラ
ー
名
義
で
新
車
登
録
を
す

ャ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
取
引
等
に
つ

場
合
、
交
渉
相
手
か
ら
の
指
摘
が
正
当
な
指

ノ
ル
マ
を
策
定
し
て
、
そ
れ
を
達
成
さ
せ
る

と
そ
の
連
携
事
業
者
と
の
取
引
、
フ
ラ
ン
チ

川
田
企
業
は
そ
の
よ
う
な
指
摘
を
受
け
た

自
動
車
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
到
底
達
成
で
き
な
い

取
引
先
と
の
取
引
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業

さ
ら
に
増
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ビ
ー
・
エ
ム
・
ダ
プ
リ
ュ
ー
株
式
会
社
が

藪
内

こ
の
ほ
か
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
そ
の

相
手
か
ら
示
さ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
今
後

川
田

一
方
、
直
近
で
公
正
取
引
委
員
会
は

と
し
て
問
題
と
な
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

れ
て
、
契
約
条
項
の
修
正
要
望
な
ど
が
交
渉

印
象
が
あ
り
ま
す
。

る
こ
と
等
は
独
禁
法
上
優
越
的
地
位
の
濫
用

に
お
い
て
も
、
独
禁
法
上
の
懸
念
が
指
摘
さ

と
な
る
ビ
ジ
ネ
ス
分
野
が
や
や
偏
っ
て
い
る

消
費
者
の
意
に
反
し
て
個
人
情
報
を
利
用
す

ン
の
作
成
に
よ
っ
て
、
契
約
交
渉
の
場
面
等

調
査
対
象
と
す
る
傾
向
が
あ
り
、
調
査
対
象

は
、
小
売
業
者
と
納
入
業
者
等
と
の
取
引
を

講
じ
ず
に
個
人
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
、
利

用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
、

う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ

行
為
の
未
然
予
防
等
に
力
を
入
れ
て
い
る
よ

き
く
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
公
正
取
引
委
員
会

全
管
理
の
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を

公
表
に
よ
っ
て
独
禁
法
上
問
題
と
な
り
う
る

が
緊
急
停
止
命
令
を
申
し
立
て
た
事
件
が
大

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
が
個
人
デ
ー
タ
の
安

う
し
た
実
態
調
査
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成

る
疑
い
が
あ
る
と
し
て
、
公
正
取
引
委
員
会

で
は
、
例
え
ば
、
有
力
な
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ

入
検
査
の
報
道
は
少
な
か
っ
た
で
す
が

て
い
る
こ
と
が
優
越
的
地
位
の
濫
用
に
当
た

濫
用
に
関
す
る
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
」

委
員
会
に
よ
る
違
反
事
件
調
査
の
た
め
の
立

料
無
料
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
強
制
し
よ
う
と
し

消
費
者
と
の
取
引
に
お
け
る
優
越
的
地
位
の

が
楽
天
市
場
の
出
店
者
に
対
し
て
一
律
に
送

ォ
ー
ム
事
業
者
と
個
人
情
報
等
を
提
供
す
る

え
ば
、
2
0
2
0

年
2

月
に
楽
天
株
式
会
社

川
田
ま
ず
、
「
デ
ジ
タ
ル

プ
ラ
ッ
ト
フ

委
員
会
に
よ
る
違
反
事
件
の
調
査
で
す
。
例

定
さ
れ
た
り
し
て
い
る
点
だ
と
思
い
ま
す
。

つ
挙
げ
る
と
す
る
と
、
1

つ
は
、
公
正
取
引

イ
ド
ラ
イ
ン
が
新
た
に
作
成
さ
れ
た
り
、
改

用
」
規
制
が
問
題
に
な
る
局
面
を
大
き
く

3

優
越
的
地
位
の
濫
用
に
関
連
す
る
各
種
の
ガ

藪
内

藪
内

2

つ
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は

る
よ
う
で
す
ね
。

そ
う
で
す
ね
。
「
優
越
的
地
位
の
濫

注
意
が
必
要
で
す
。

規
制
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い

を
し
て
い
る
と
調
杏
対
象
に
な
り
う
る
点
は

な
ビ
ジ
ネ
ス
分
野
で
「
優
越
的
地
位
の
濫
用
」

取
引
先
に
不
利
益
と
な
る
取
引
条
件
で
取
引

内
容
で
す
が
、
新
聞
報
道
等
を
み
る
と
、
色
々

に
小
売
業
以
外
の
企
業
で
も
比
較
的
多
数
の

法
改
正
も
カ
ル
テ
ル
ヘ
の
規
制
強
化
が
主
な

査
は
終
了
し
て
い
ま
す
。
こ
の
事
案
の
よ
う

の
実
績
が
あ
り
ま
す
ね
。
令
和
元
年
の
独
禁

会
社
が
改
善
計
画
を
提
出
す
る
等
し
て
、
調

が
注
目
さ
れ
、
北
浜
法
律
事
務
所
で
も
対
応

理
さ
れ
、
ビ
ー

エ
ム

ダ
ブ
リ
ュ
ー
株
式

は
、
以
前
か
ら
、
カ
ル
テ
ル
や
談
合
の
問
題

0
2
1

年
3

月
に
い
わ
ゆ
る
確
約
手
続
で
処

川
田
独
禁
法
、
競
争
法
の
規
制
に
関
し
て

調
杏
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
事
案
は

2

れ
て
い
ま
す
ね
。

2
0
2
0

年
は
公
正
取
引



う
に
な
り
、
人
々
の
行
動
や
意
思
決
定
の
選

で
、
様
々
な
情
報
を
容
易
に
収
集
で
き
る
よ

争
法
の
発
展
か
ら
‘
目
が
離
せ
ま
せ
ん

世
の
中
が
急
速
に
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
こ
と

て
き
た
の
も
、
今
は
昔
で
す

c

て
日
本
に
導
入
さ
れ
、
ゆ
っ
く
り
と
定
着
し

時
代
背
景
に
よ
っ
て
も
規
制
対
象
の
主
眼
は

電
が
、
欧
米
先
進
国
か
ら

1
0年
程
度
は
遅
れ

極
め
て
難
し
く
、
か
つ
政
策
的
な
問
題
で
あ
り
、

い
え
ば
ド
ラ
ム
式
洗
濯
機
の
よ
う
な
生
活
家

を
ど
の
よ
う
に
規
制
す
る
の
が
適
切
か
は

デ
ジ
タ
ル
化
や

I
T

化
の
進
展
に
よ
り
、
世

界
の
変
化
は
さ
ら
に
加
速
し
て
い
ま
す
。

ア

メ
リ
カ
型
の

M
&
A
実
務
や
、
卑
近
な
例
で

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
何

大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
化
社

会
に
お
け
る
、

デ
ー
タ
を
巡
る
独
禁
法
・
競

主
的
な
判
断
で
自
由
に
活
動
で
き
る
よ
う
に

自
由
な
競
争
を
促
進
し
、
市
場
参
加
者
が
自

同
様
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
に

法
で
す
。
独
禁
法
・
競
争
法
は
、
公
正
か
つ

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
」
の
略
に
変
わ
っ
た
の
も
、

こ
こ
で
登
場
す
る
の
が
、
独
禁
法
・
競
争

ッ
ク
ス
」
の
略
か
ら
「
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス

か
ね
な
く
な
り
ま
し
た

る
こ
と
が
増
え
ま
し
た
。
「
D
X

」
が
「
デ
ラ

の
自
由
が
奪
わ
れ
、
又
は
操
作
・
誘
導
さ
れ

「
個
人
情
報
」
と
い
う
意
味
や
文
脈
で
語
ら
れ

こ
れ
に
よ
り
逆
に
人
々
の
行
動
や
意
思
決
定

で
し
ょ
う
か
。
最
近
わ
ず
か
l
\
2

年
の
間
に

デ
ー
タ
の
寡
占
や
独
占
も
生
じ
や
す
く
な
り
、

う
か
。
単
な
る
情
報
の
集
合
体
と
い
う
意
味

ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
特
定
の
事
業
者
に
よ
る

「
デ
ー
タ
」
と
い
え
ば
、
何
を
指
す
で
し
ょ

択
肢
が
格
段
に
増
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
デ

デ
ー
タ
と

独
禁
法

・
競
争
法

デ
ジ
タ
ル
化
時
代
の

ヘ
中亮介弁護士

規
制
対
象
の
主
眼
は
大
き
く
変
化

竺ご：ノ喜9こ
繕sも・

総合商社への出向等を通じてクロスポーダーの取引

を数多く担当。米国及びドイツヘの留学からの帰国

後は、ヨーロッパ・プラクティス・グループの一員とし
て、インバウンド・アウトバウンド双方向の支援に注

力。独禁法・競争法、データプロテクションの他、 IT ・

システム開発紛争、コーポレート業務一般、倒産法、

紛争解決等の分野でも実践を積んでいる。

Ryosuke Naka 
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ビジネスパーソンの休憩時間

法務 Troubleshooti n g` 企業結合規制の動向

馴企業結合ガイドライン等の改正

• 

公取委が策定・公表している企業結合ガイドライン(1)及び手

続対応方針(2) が令和元年12月 17 日付で改正されました。改正

企業結合ガイドラインでは、スタートアップ企業のように、買収

上重要な資産を保有している企業との企業結合の考え方等 (3)

が明示されました。具体的には、セーフハーバー基準に該当

し、通常問題とならない企業結合であっても、当事会社が競争

上重要なデータ等を有しており、市場シェアに反映されない潜

在的な競争力を有している場合には詳細な審査を行うこと (4)

や、主にデータ等の①種類、②量•収集範囲、③収集頻度及び

④価値（サービス等の向上との関連性）という 4要素を考慮し

てデータ等の価値評価をすること (5) 等が示されています。ま

た、公正取引委員会は、改正手続対応方針において、売上高

が小さいもののデータ等の競争上重要な資産を保有し潜在的

な競争力を有するスタートアップ企業等を買収するケース等を

想定し、①買収頷が400億円を超え、かつ、②国内の需要者に

影響を与えると見込まれる場合（例えば、被買収会社の事業

拠点等が国内にある場合等）には、事前届出が不要な企業結

合についても任意に審査を行うものとしています（6) 。そのため、

スタートアップ企業の買収においては事前届出の要否だけで

なく、保有するデータ等の価値評価を踏まえて国内の競争に

及ばす影響についても事前に検討しておくことが望ましいとい

えます。

時点では規模が小さいものの、データ・知的財産権等の競争

国コロナ禍における企業結合規制

企業結合規制に関する提出書穎についても、一定の電子化が

図られており、届出書や完了報告書等について押印が不要と

され (7) 、また、届出書等の他、企業結合に関する全ての書類

を電子メールで提出することができるものとされていますので、

これらの制度も活用して効率的な審査対応を行うことが考え

られます。

1企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針

2企業結合審査の手続に関する対応方針

3その他の改正ポイントとしては、近時注巨されるデジタル分野におけるデジ

タルサーピスの特性等を踏まえた審査の考え方の明示、最近の公表事例で

示されている垂直型・混合型企業結合に閑する審査の考え方の明記等があ

リます。

4．企業結合ガイドライン第4の3 (1)（注 5）等

5企業結合ガイドライン第6の2(2)

6手続対応方針6(2) 。また、近時、公正取引委員会が、届出不要な案件につい

て審査を行ったものとして、「エムスリー株式会社による株式会社日本アル

トマークの株式取得」（令和元年 10月 24 日）、「グーグル・エルエルシー及び

フィットビット・インクの統合」（令和 3年 1 月 14 日）があり、いずれも問題解

消措置を講じることを条件として承認されています。

7．ただし、届出書等が届出会社によって真に作成されたことや内容が真正で

あることを証明する書類の提出が必要となります 3

現代アートとの出会い

⑲
 

B寺ft（こ合わせ

｀｀：fとす：

佐野俊明弁護士の

おすすめ

コレクション

私は、何年か前に友人に勧められ、現代アー

トの世界に足を踏み入れました。その後、少

しずつですが、コレクションを増やしていま

す。これまではクローゼットに保管して時々

眺める程度でしたが、コロナ禍を契機に、自

宅のリピング等に飾るようになりました。

私の 1 番のお気に入りはbaanaiさんの

「ARIGATOUGOZAIMASU」です。自宅

のエントランスに飾って、感謝の気持ちを忘

れないよう、日々心掛けています。

佐野俊明繹士
Toshiaki Sano 
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に取り扱う。競争法・データブロテクションの専門家とし

て、企業からの信頼が厚い。
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